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第６４号議案　令和２年度大分県一般会計補正予算（第２号）について

（単位：千円）

款
令和２年度

６月補正予算額
計

　３　福　 祉
　　　生活費

２ 児 童 福 祉 費 19,231 0 19,231

１０　教育費 教 育 総 務 費 5,376,929 33,218 5,410,147

２ 小 学 校 費 40,190,208 0 40,190,208

３ 中 学 校 費 23,755,899 0 23,755,899

４ 高 等 学 校 費 28,559,307 1,810,689 30,369,996

５ 特 別 支 援 教 育 費 12,601,737 58,164 12,659,901

社 会 教 育 費 1,771,280 0 1,771,280

８ 保 健 体 育 費 1,260,659 △ 2,000 1,258,659

１１　災　 害
　　　復旧費

３
県 立 学 校 施 設
災 害 復 旧 費

110,000 0 110,000

113,645,250 1,900,071 115,545,321

令和２年度６月補正予算　歳出（教育委員会）

項
令和２年度

４月補正後予算額

１

７

教育委員会　計
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（単位：千円）

(156,853)

1,285,016

1,441,869

(3,675,261)

583,837

4,259,098

(0)

33,218

33,218

※ 予算案欄の上段 (　　) は既決予算額、中段は補正予算案、下段は累計。　　　は、新規事業。

1

【新】県立学校のＩＣＴ教育環境整備を加速するため、県立中学
校、高等学校及び特別支援学校にタブレット型端末を整備すると
ともに、緊急時における家庭学習環境を整備する。
　・児童生徒１人１台端末の整備
　・緊急時における貸出用ルーターの整備　など

教育財務課
県立学校ＩＣＴ活用
授業推進事業

2

【新】県立学校における衛生環境の改善を図るため、教室の空調
設備の更新やトイレの改修等を行う。
　・空調設備の更新（新生支援学校など１４校）
　・感染症予防のためのトイレの洋式化（杵築高校など２２校）
　・手洗い水栓の自動化

教育財務課
県立学校施設整備事
業

3

在宅勤務や学校指導現場でのモバイルワークの実施に必要な環
境を整備し、多様で柔軟な働き方を推進する。

教育人事課
教育庁職員の働き方
改革推進事業

令和２年度一般会計６月補正予算案の概要（教育委員会関係）

事　業　名 予　算　案 事　業　の　概　要 所 管 課

新

新

- 1 -
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第１号報告　令和元年度大分県一般会計補正予算（第６号）について

（単位：千円）

費 目 既決予算額（Ａ） 所要額（Ｂ） 補正額（Ｂ）－（Ａ）

事 務 局 費 119,501 119,280 △ 221

小 学 校 費 37,597 28,513 △ 9,084

中 学 校 費 46,863 33,392 △ 13,471

高 等 学 校 総 務 費 43,378 32,714 △ 10,664

実 習 船 運 営 費 275 254 △ 21

盲 ろ う 学 校 費 3,014 1,524 △ 1,490

支 援 学 校 費 16,194 11,077 △ 5,117

合 計 266,822 226,754 △ 40,068

令和元年度教育委員会関係超過勤務手当の状況

[資料_(1)報告_①]

-32-



第１号報告　令和元年度大分県一般会計補正予算（第６号）について

（単位：人、千円）

人数 金　　額 人数 金　　額 人数 金　　額

定　年 12 280,032 12 270,467 0 △ 9,565

早　期 2 43,034 2 47,285 0 4,251

自己都合 5 22,437 3 2,169 △ 2 △ 20,268

計 19 345,503 17 319,921 △ 2 △ 25,582

定　年 185 4,020,656 185 4,162,563 0 141,907

早　期 70 1,591,502 49 1,110,979 △ 21 △ 480,523

自己都合 11 132,990 29 160,664 18 27,674

計 266 5,745,148 263 5,434,206 △ 3 △ 310,942

定　年 107 2,420,756 107 2,411,713 0 △ 9,043

早　期 32 717,918 33 715,603 1 △ 2,315

自己都合 10 107,214 11 20,365 1 △ 86,849

計 149 3,245,888 151 3,147,681 2 △ 98,207

定　年 69 1,601,689 69 1,524,037 0 △ 77,652

早　期 7 149,126 10 197,972 3 48,846

自己都合 13 182,494 8 38,097 △ 5 △ 144,397

計 89 1,933,309 87 1,760,106 △ 2 △ 173,203

定　年 3 69,288 3 69,485 0 197

早　期 1 23,200 1 23,002 0 △ 198

自己都合 3 39,336 1 0 △ 2 △ 39,336

計 7 131,824 5 92,487 △ 2 △ 39,337

定　年 19 430,806 19 432,713 0 1,907

早　期 11 235,245 11 247,970 0 12,725

自己都合 6 56,280 3 12,322 △ 3 △ 43,958

計 36 722,331 33 693,005 △ 3 △ 29,326

定　年 395 8,823,227 395 8,870,978 0 47,751

早　期 123 2,760,025 106 2,342,811 △ 17 △ 417,214

自己都合 48 540,751 55 233,617 7 △ 307,134

計 566 12,124,003 556 11,447,406 △ 10 △ 676,597

合 計

事 務 局 費

小 学 校 費

中 学 校 費

高 等 学 校 総 務 費

盲 ろ う 学 校 費

支 援 学 校 費

令和元年度教育委員会関係退職手当の状況

費 目 区分
既決予算額（Ａ） 所要額（B） 補正額（B）－（Ａ）
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第２号報告　令和２年度大分県一般会計補正予算（第１号）について

（単位：千円）

款
令和２年度

４月補正予算額
計

　３　福　 祉
　　　生活費

２ 児 童 福 祉 費 19,231 0 19,231

１０　教育費 教 育 総 務 費 5,375,158 1,771 5,376,929

２ 小 学 校 費 40,190,208 0 40,190,208

３ 中 学 校 費 23,755,899 0 23,755,899

４ 高 等 学 校 費 28,515,847 43,460 28,559,307

５ 特 別 支 援 教 育 費 12,569,322 32,415 12,601,737

社 会 教 育 費 1,771,280 0 1,771,280

８ 保 健 体 育 費 1,201,782 58,877 1,260,659

１１　災　 害
　　　復旧費

３
県 立 学 校 施 設
災 害 復 旧 費

110,000 0 110,000

113,508,727 136,523 113,645,250

令和２年度４月補正予算（専決）　歳出（教育委員会）

項
令和２年度
当初予算額

１

７

教育委員会　計
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（単位：千円）

(0)

58,877

58,877

(9,020)

43,460

52,480

(0)

32,415

32,415

(0)

1,771

1,771

※ 予算額欄の上段 (　　) は既決予算額、中段は専決予算額、下段は累計。　　　は、新規事業。

4

感染防止対策により、負担を余儀なくされた経費に対し、保護
者の経済的負担を軽減するための助成を行う。

高校教育課
修学旅行キャンセル
経費等給付事業

2

通学時にＪＲを利用する高等学校生徒の感染リスクの低減を図
るため、スクールバスの臨時運行を行う。

3

通学時にスクールバスを利用する特別支援学校児童・生徒の感
染リスクの低減を図るため、スクールバスの臨時増便を行う。

教育財務課

教育財務課
県立高等学校等通学
時感染防止対策事業

令和２年度一般会計４月補正予算(専決)の概要（教育委員会関係）

1

事　業　名 予　算　額 事　業　の　概　要 所 管 課

感染拡大を防止するため、消毒液等の衛生用品を一括購入し、
県立高等学校、中学校及び特別支援学校に配布する。

また、市町村による公立幼稚園向け衛生用品の購入に要する経
費に対し助成する。
　・補 助 率　１０／１０

体育保健課
県立学校等衛生用品
確保対策事業

特別支援学校通学時
感染防止対策事業

新

新

新

新

新
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職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正について

１ 改正理由
人事院規則の一部改正により、国の伝染病防疫作業に係る特殊勤務手当の支給対象となる業

務として、新型コロナウイルス感染症の患者が宿泊する施設における生活支援等の業務が特例

として追加された。本県においても令和２年４月30日から宿泊療養施設が供用開始され、同日

以降における職員 の同施設への派遣に関する業務への従事が想定されるた（学校職員を除く）

め、国及び他県との均衡を図るため同様の改正を行うもの

２ 改正内容
伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の支給対象業務について、新型コロナウイル

ス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者に対して緊急に行われた

措置に係る作業として知事が定めるものを特例として追加する （附則第９項、第10項関係）。

【現行】

手当の対象となる作業 金額

伝染病（知事が指定するもの※）が発生し、又は発生するおそれがある場合

における伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護又は伝染病菌が 290円/日

付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業（第４条第１項第１号）

【改正後】

手当の対象となる作業 金額

現行と同じ 現行と同じ

3,000円/日《新設》

患者等が宿泊する施設の内部その他の知事が定める区域において、新型コロ

ナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた 患者等の身体

措置に係る作業であって知事が定めるもの（附則第９項） に接触して又

は患者等に長

【参考】 時間にわたり

○知事が定める区域 接して行う作

・宿泊療養施設の内部 業その他知事

・患者等を宿泊療養施設へ移送する車両の内部 がこれに準ず

○知事が定める作業 ると認める作

・リネン回収等宿泊療養施設における患者等への生活支援（3,000円/日） 業に従事した

・病院から宿泊療養施設への患者等の移送（3,000円/日） 場合

・医師が不足している際に保健所所長が行う診察業務（4,000円/日） 4,000円/日

※ 伝染病（知事が指定するもの （令和２年３月３日指定済））

①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症（エボラ出

血熱等 、二類感染症（結核等）及び三類感染症（コレラ等））

②流行性脳脊髄膜炎、発疹チフス、日本脳炎、黄熱、流行性脳炎、狂犬病、炭疽、猩紅熱、

豚丹毒、ブルセラ病、鼻そ、ニューカッスル病、新型コロナウイルス感染症

３ 施行期日等
公布の日（宿泊療養施設が供用可能となった令和２年４月30日から適用する ）。
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